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(57)【要約】
自動車の車体用のこの側面ピラーは、車体の２つの開口
部を分けるよう意図され、例えば前部と後部の２つの側
面開口部である。それは、２つのサイドプレート（１４
Ａ，１４Ｂ）を備える少なくとも１つの補剛部分（１２
）を備え、２つのサイドプレート（１４Ａ，１４Ｂ）は
、互いにほぼ平行であり、ウェブ（１６）によって互い
に接続される。部分（１２）は複合素材からなる。サイ
ドプレート（１４Ａ，１４Ｂ）は、車体の側面開口部に
ほぼ平行に広がる。複合素材からなる部分（１２）のウ
ェブ（１６）は、サイドプレート（１４Ａ，１４Ｂ）と
共に、胞状構造を構成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車の車体用の側面ピラーであって、車体の２つの開口部を分けるよう意図され、例
えば前部と後部の２つの側面開口部であり、開口部の少なくとも１つは、側面であり、側
面ピラーは、２つのサイドプレート（１４Ａ，１４Ｂ）を備える少なくとも１つの補剛部
分（１２）を備える種類のものであり、２つのサイドプレート（１４Ａ，１４Ｂ）は、互
いにほぼ平行に広がり、コア（１６）によって互いに接続される、側面ピラーであって、
補剛部分（１２）は、複合素材からなり、サイドプレート（１４Ａ，１４Ｂ）は、車体の
側面開口部にほぼ平行に広がるよう意図され、複合素材からなる部分（１２）のコア（１
６）は、サイドプレート共に、ハニカム構造を構成することを特徴とする、側面ピラー。
【請求項２】
　請求項１に記載の側面ピラーであって、それぞれのサイドプレート（１４Ａ，１４Ｂ）
の厚さは、ほぼ一定である、側面ピラー。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の側面ピラーであって、少なくとも１つのサイドプレートを構
成する、好ましくはそれぞれのサイドプレート（１４Ａ，１４Ｂ）を構成する、複合素材
は、ピラーの縦方向にほぼ平行に延びる連続補強繊維を含み、繊維の長さは、場合によっ
ては、補剛部分の長さに達することができる、側面ピラー。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の側面ピラーであって、コア（１６）を構成する複
合素材は、ランダムな向きで交わる補強繊維を含む、側面ピラー。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の側面ピラーであって、複合素材からなる部分（１
２）は、ピラーの金属製部品（３２）、好ましくはこのピラーの金属製下部部品、を延長
する、側面ピラー。
【請求項６】
　請求項５に記載の側面ピラーであって、ピラーの金属製部品（３２）は、場合によって
はマグネシウムを含む、アルミニウムまたは鋼鉄からなる、側面ピラー。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の側面ピラーであって、複合素材からなる部分（１
２）は、少なくとも部分的に、Ｕ形の横断面の金属ボックス（２４）の中に入れられ、金
属ボックス（２４）は、金属コア（２６）を備え、金属コア（２６）は、複合素材からな
る部分（１２）の第１サイドプレート（１４Ａ）に寄りかかり、複合素材からなるこの部
分（１２）の第２サイドプレート（１４Ｂ）は、Ｕ形の横断面の金属ボックス（２４）を
閉じる、側面ピラー。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の側面ピラーであって、複合素材からなる部分（１
２）は、互いにほぼ平行な２つのサイドプレート（１４Ａ，１４Ｂ）と、コア（１６）と
、によって構成された概してＩ形の横断面を有し、複合素材からなる部分（１２）のコア
（１６）は、
‐ほぼ平らな中央壁（１８）であって、ほぼ平行な２つのサイドプレート（１４Ａ，１４
Ｂ）を接続し、この２つのサイドプレート（１４Ａ，１４Ｂ）にほぼ垂直に延びる、中央
壁（１８）と、
‐複合素材からなるリブ（２０）であって、中央壁（１８）と２つのサイドプレート（１
４Ａ，１４Ｂ）とを互いに接続するように、中央壁（１８）の各側および２つのサイドプ
レート（１４Ａ，１４Ｂ）の間に広がる、リブ（２０）と、
を備え、
　このリブ（２０）は、コア（１６）のハニカム構造のセル（２２）の境界を定める、側
面ピラー。
【請求項９】
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　請求項８に記載の側面ピラーであって、セル（２２）の境界を定めるリブ（２０）は、
中央壁（１８）に、および２つのサイドプレート（１４Ａ，１４Ｂ）に、ほぼ垂直に広が
る、側面ピラー。
【請求項１０】
　請求項８または９に記載の側面ピラーであって、複合素材からなる部分（１２）は、Ｕ
形の断面の２つの要素（３４）の結合によって構成され、２つの要素（３４）は、それぞ
れ基本コア（３６）を備え、基本コア（３６）は、２つの基本サイドプレート（３８Ａ，
３８Ｂ）によって延長され、複合素材からなる部分（１２）のコア（１６）の中央壁（１
８）は、Ｕ形の断面の要素（３４）の基本コア（３６）の面に対する結合面によって構成
され、複合素材からなる部分（１２）のそれぞれのサイドプレート（１４Ａ，１４Ｂ）は
、互いに対向して広がるＵ形の断面の要素（３４）の２つの基本サイドプレート（３８Ａ
，３８Ｂ）によって構成される、側面ピラー。
【請求項１１】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の側面ピラーであって、複合素材からなる部分（１
２）のコア（１６）は、２つのサイドプレート（１４Ａ，１４Ｂ）を接続する波形の中央
壁（４０）を備え、波形の中央壁（４０）は、アーチ（４２）を構成し、アーチ（４２）
は、交互に逆になり、サイドプレート（１４Ａ，１４Ｂ）にほぼ垂直な虚軸（Ｌ）周りに
湾曲し、このアーチ（４２）は、コアのハニカム構造のセル（２２）の境界を定める、側
面ピラー。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の側面ピラーであって、複合素材からなる部分（１２）のコア（１６
）は、中央壁（４０）と２つのサイドプレート（１４Ａ，１４Ｂ）とを互いに接続するリ
ブ（４４）をさらに備える、側面ピラー。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の側面ピラーであって、リブ（４４）は、軸（Ｌ）に対して傾き、軸
（Ｌ）周りにアーチ（４２）が湾曲し、リブ（４４）は、場合によっては、互いに交差す
る、側面ピラー。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載の側面ピラーであって、複合素材は、熱可塑性ポ
リマーおよび熱硬化性ポリマーから特に選ばれたポリマーを含み、例えば、ポリアミド（
ＰＡ，特にＰＡ６またはＰＡ６．６）、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、ポリカ
ーボネートとポリブチレンテレフタレートの混合物（ＰＣ‐ＰＢＴ）、ポリメチルメタク
リレート（ＰＭＭＡ）、またはビニルエステル（ＶＥ）、ＳＭＣ（Ｓｈｅｅｔ　Ｍｏｕｌ
ｄｉｎｇ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄ）、エポキシ（ＥＰ）、またはポリエステル、である、側面
ピラー。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか１項に記載の側面ピラーであって、複合素材は、補強繊維を
含み、補強繊維は、ガラス、カーボンまたは鋼鉄から選ばれた材料からなり、織物構造、
ＮＣＦ（Ｎｏｎ　Ｃｒｉｍｐ　Ｆａｂｒｉｃ）の種類の不織の縫われた一方向性シート、
場合によっては２軸または編み上げ構造、から選ばれた構造に従って配置される、側面ピ
ラー。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、改良された自動車の車体用のピラーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　以下の本明細書では、自動車の車体の開口部は、一般に、自動車の内側と外側の間の視
覚的アクセスまたは人のための通路を構成する車体の入り口をいう。例えば、自動車のド
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ア用、フロントガラス用およびリアウインドウ用の開口部がある。
【０００３】
　より特には、自動車の車体は、通常少なくとも２つの側面ピラーを備え、少なくとも２
つの側面ピラーは、それぞれ左と右にあり、車体の前部と後部で２つの側面開口部を分け
るよう意図されている。それぞれの側面ピラーは、この場合「Ｂピラー」とも称され、側
面の衝撃の吸収装置を構成することによって、車室の保護に関与する。
【０００４】
　金属板からなる側面ピラーを、型打ちした金属板からなる３つの要素を組み合わせるこ
とによって構成することが、知られている。中央の第１の要素は、一般に、高い機械的強
度の特性を呈する鋼鉄で製造される。第２の要素は、中央の第１の要素の上に、車室内部
にその裏張りを構成するように、組み合わせられる。第３の要素は、中央の第１の要素の
上に、車両のドアが開いているときに車室の外側から本質的に目に見える外観の部品を構
成するように、組み合わせられる。
【０００５】
　組み合わせの後、型打ちした金属板からなる３つの部品は、側面の衝撃の吸収に比較的
良く適した概してボックスの形の構造を構成する。しかしながら、３つの金属要素を含む
側面ピラーは、比較的重い。さらに、側面ピラーを構成する異なる要素の異なる機能を考
えると、それぞれの機能に適した特性を有する金属を用意する必要がある。異なる特性を
有する金属の使用は、側面ピラーの比較的高い製造コストにつながる。
【０００６】
　特許文献１は、自動車の車体用の側面ピラーを構成することができる金属部材を提示す
る。より特には、特許文献１は、互いにほぼ平行であり、コアによって互いに接続された
、２つのサイドプレートを備えている、少なくとも１つの補剛部分を備えているタイプの
、車体の前部と後部で２つの側面開口部を分けるよう意図された自動車の車体用の側面ピ
ラーを提示する。
【０００７】
　特許文献１では、補剛部分は、コアによって互いに接続された２つのサイドプレートに
よって構成された、概してＩ形の横断面を有する。実際、コアは、ほぼ平らな中央壁によ
って構成され、中央壁は、ほぼ平行な２つのサイドプレートを接続し、この２つのサイド
プレートにほぼ垂直に広がる。さらに、補剛部分のそれぞれのサイドプレートの厚さは、
コアとのサイドプレートの接続縁と、このサイドプレートの自由縁と、の間で著しく異な
り、サイドプレートの自由縁の厚さが、コアとのサイドプレートの結合縁の厚さに比べて
著しく削減されるようになっている。
【０００８】
　特許文献１は、場合によっては、複合素材からなるＩ形の断面を有する補剛部分を実現
することを提示する。しかし、同じ形を保って、金属を複合素材に取り替えることが、衝
撃の際に側面ピラーの十分でない動きに至ることは明白である。実際、サイドプレートと
の平らなコアの結合縁は、比較的まっすぐであり、補剛部分の高さ全体にわたってほぼ垂
直に広がり、これは、コアの結合縁に対してオフセットする力の作用下で、車両が被る側
面の衝撃の際にピラーを不安定にする。これは、補剛部分が複合素材からなる場合に、側
面の衝撃の際にそれの好ましくないねじれ変形に至る。
【０００９】
　さらに、サイドプレートの自由縁の薄い厚さは、このサイドプレートが複合素材からな
るときに、この自由縁から補剛部分のコアの方へ広がり得るひび割れのおそれにつながる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】欧州特許第１１４２７３９号
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、比較的軽くて製造が簡単な自動車の車体用の側面ピラーを提示することを特
に目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　そのために、本発明は、自動車の車体用の側面ピラーを対象にし、側面ピラーは、車体
の２つの開口部を分けるよう意図され、例えば前部と後部の２つの側面開口部であり、開
口部の少なくとも１つは、側面であり、側面ピラーは、２つのサイドプレートを備える少
なくとも１つの補剛部分を備える種類のものであり、２つのサイドプレートは、互いにほ
ぼ平行に広がり、コアによって共に接続される、側面ピラーであって、補剛部分は、複合
素材からなり、サイドプレートは、車体の側面開口部にほぼ平行に広がるよう意図され、
複合素材からなる部分のコアは、サイドプレート共に、ハニカム構造を構成することを特
徴とする。
【００１３】
　複合素材からなる部分のコアは、サイドプレート共に、ハニカム構造を構成するので、
サイドプレートとのコアの結合縁は、一方向以上に沿って広がり、補剛部分の高さ全体に
わたって単にほぼ垂直ではない。さらに、本発明による側面ピラーのハニカム構造は、こ
の側面ピラーの補剛の軽量手段を構成し、この側面ピラーは、従って車両が受ける側面の
衝撃を効果的に吸収することができる。
【００１４】
　さらに、複合素材からなる補剛部分は、鋳造、射出、型押し等の比較的簡単な通常の方
法によって、製造することができる。
【００１５】
　好ましくは、補剛部分のそれぞれのサイドプレートの厚さは、ほぼ一定である。
【００１６】
　従って、サイドプレートの自由縁の厚さを削減しないで、補剛部分を弱くし得るこの自
由縁のひび割れのリスクが回避される。
【００１７】
　この側面ピラーの様々な実施形態の選択的な他の特徴によると：
‐少なくとも１つのサイドプレートを構成する、好ましくはそれぞれのサイドプレートを
構成する、複合素材は、ピラーの縦方向にほぼ平行に延びる連続補強繊維を含み、繊維の
長さは、場合によっては、補剛部分の長さに達することができる；
‐コアを構成する複合素材は、ランダムな向きで交わる補強繊維を含む；
‐複合素材からなる部分は、ピラーの金属製部品、好ましくはこのピラーの金属製下部部
品、を延長する；
‐ピラーの金属製部品は、場合によってはマグネシウムを含む、アルミニウムまたは鋼鉄
からなる；
‐複合素材からなる部分は、少なくとも部分的に、Ｕ形の横断面の金属ボックスの中に入
れられ、金属ボックスは、金属コアを備え、金属コアは、複合素材からなる部分の第１サ
イドプレートに寄りかかり、複合素材からなるこの部分の第２サイドプレートは、Ｕ形の
横断面の金属ボックスを閉じる；
‐複合素材からなる部分は、互いにほぼ平行な２つのサイドプレートと、コアと、によっ
て構成された概してＩ形の横断面を有し、複合素材からなる部分のコアは、
○ほぼ平らな中央壁であって、ほぼ平行な２つのサイドプレートを接続し、この２つのサ
イドプレートにほぼ垂直に延びる、中央壁と、
○複合素材からなるリブであって、中央壁と２つのサイドプレートとを互いに接続するよ
うに、中央壁の各側および２つのサイドプレートの間に広がる、リブと、
を備え、
　このリブは、コアのハニカム構造のセルの境界を定める；
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‐セルの境界を定めるリブは、中央壁に、および２つのサイドプレートに、ほぼ垂直に広
がる，
‐複合素材からなる部分は、Ｕ形の断面の２つの要素の結合によって構成され、２つの要
素は、それぞれ基本コアを備え、基本コアは、２つの基本サイドプレートによって延長さ
れ、複合素材からなる部分のコアの中央壁は、Ｕ形の断面の要素の基本コアの面に対する
結合面によって構成され、複合素材からなる部分のそれぞれのサイドプレートは、互いに
対向して広がるＵ形の断面の要素の２つの基本サイドプレートによって構成される；
‐複合素材からなる部分のコアは、２つのサイドプレートを接続する波形の中央壁を備え
、波形の中央壁は、アーチを構成し、アーチは、交互に逆になり、サイドプレートにほぼ
垂直な虚軸周りに湾曲し、このアーチは、コアのハニカム構造のセルの境界を定める；
‐複合素材からなる部分のコアは、中央壁と２つのサイドプレートとを互いに接続するリ
ブをさらに備える；
‐リブは、軸に対して傾き、軸周りにアーチが湾曲し、リブは、場合によっては、互いに
交差する；
‐複合素材は、熱可塑性ポリマーおよび熱硬化性ポリマーから特に選ばれたポリマーを含
み、例えば、ポリアミド（ＰＡ，特にＰＡ６またはＰＡ６．６）、ポリブチレンテレフタ
レート（ＰＢＴ）、ポリカーボネートとポリブチレンテレフタレートの混合物（ＰＣ‐Ｐ
ＢＴ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、またはビニルエステル（ＶＥ）、ＳＭ
Ｃ（Ｓｈｅｅｔ　Ｍｏｕｌｄｉｎｇ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄ）、エポキシ（ＥＰ）、またはポ
リエステル、である；
‐複合素材は、補強繊維を含み、補強繊維は、ガラス、カーボンまたは鋼鉄から選ばれた
材料からなり、織物構造、ＮＣＦ（Ｎｏｎ　Ｃｒｉｍｐ　Ｆａｂｒｉｃ）の種類の不織の
縫われた一方向性シート、場合によっては２軸または編み上げ構造、から選ばれた構造に
従って配置される。
【００１８】
　本発明は、単に例として与えられた、以下の説明を読むことでより良く理解され、添付
図面が参照される。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１実施形態による、自動車用の側面ピラーの立面斜視図である。
【図２】金属ボックスを加えて示している、図１の線ＩＩ‐ＩＩに沿った、断面図である
。
【図３】本発明の第２実施形態による自動車用の側面ピラーの図１に類似した図である。
【図４】本発明の第３実施形態による自動車用の側面ピラーの図２に類似した図である。
【図５】本発明の第４実施形態による自動車用の側面ピラーの図１に類似した図である。
【図６】図５の面ＶＩ‐ＶＩに沿った断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１および２に、本発明の第１実施形態による、「Ｂピラー」とも称される、自動車の
車体用の側面ピラー１０が、表されている。
【００２１】
　このピラー１０は、自動車の車体の前部と後部で２つの側面開口部を分けるよう意図さ
れている。
【００２２】
　側面ピラー１０は、複合素材からなる少なくとも１つの補剛部分１２を含む。図１およ
び２に表されている例では、補剛部分１２は、側面ピラー１０の高さ全体に及ぶ。
【００２３】
　補剛部分１２は、２つのサイドプレート１４Ａ，１４Ｂを備え、２つのサイドプレート
１４Ａ，１４Ｂは、互いにほぼ平行であり、コア１６によって互いに接続される。
【００２４】
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　サイドプレート１４Ａ，１４Ｂは、車体の開口部にほぼ平行に、すなわち、車体の中央
縦垂直平面にほぼ平行に、延びるよう意図されている。複合素材からなる部分１２のコア
１６は、サイドプレート１４Ａ，１４Ｂと共に、ハニカム構造を構成し、ハニカム構造は
、この部分１２の効果的な補剛を保証する。
【００２５】
　複合素材は、熱可塑性ポリマーおよび熱硬化性ポリマーから特に選ばれたポリマーを含
み、例えば、ポリアミド（ＰＡ，特にＰＡ６またはＰＡ６．６）、ポリブチレンテレフタ
レート（ＰＢＴ）、ポリカーボネートとポリブチレンテレフタレートの混合物（ＰＣ‐Ｐ
ＢＴ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、またはビニルエステル（ＶＥ）、ＳＭ
Ｃ（Ｓｈｅｅｔ　Ｍｏｕｌｄｉｎｇ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄ）、エポキシ（ＥＰ）、またはポ
リエステル、である。
【００２６】
　さらに、複合素材は、補強繊維を含み、補強繊維は、好ましくは、ガラス、カーボンま
たは鋼鉄から選ばれた材料からなり、好ましくは、織物構造、ＮＣＦ（Ｎｏｎ　Ｃｒｉｍ
ｐ　Ｆａｂｒｉｃ）の種類の不織の縫われた一方向性シート、場合によっては２軸または
編み上げ構造、から選ばれた構造に従って配置される。
【００２７】
　図２に関し、それぞれのサイドプレート１４Ａ，１４Ｂが、ほぼ一定の厚さ（例えば３
．５～６ｍｍの間で選ばれた）を有することに気づく。好ましくは、少なくとも１つのサ
イドプレートを構成する（好ましくはそれぞれのサイドプレート１４Ａ，１４Ｂを構成す
る）複合素材は、ピラー１０の縦方向にほぼ平行に延びる連続補強繊維を含む。場合によ
っては、連続繊維の長さは、補剛部分の長さに達してもよい。
【００２８】
　好ましくは、コア１６を構成する複合素材（より特には中央壁１８およびリブ２０）は
、ランダムな向きで交わる補強繊維を含む。
【００２９】
　図１および２に関し、複合素材からなる補剛部分１２が、互いにほぼ平行な２つのサイ
ドプレート１４Ａ，１４Ｂおよびコア１６によって構成された概してＩ形の横断面を有す
るのが見える。
【００３０】
　より特には、部分１２のコアは、ほぼ一定の厚さ（例えば３．５～６ｍｍの間で選ばれ
た）のほぼ平らな中央壁１８を備えている。中央壁１８は、２つのサイドプレート１４Ａ
，１４Ｂを接続し、この２つのサイドプレート１４Ａ，１４Ｂにほぼ垂直に延びる。
【００３１】
　場合によっては、中央壁１８は、車両のドアのロック装置のストライカ（図示せず）の
ための支えを構成する平らな部品１９を備えている。
【００３２】
　さらに、部分１２のコアは、複合素材からなるリブ２０を備え、リブ２０は、中央壁１
８の各側および２つのサイドプレート１４Ａ，１４Ｂの間に広がり、中央壁１８と２つの
サイドプレート１４Ａ，１４Ｂとを互いに接続するようになっている。
【００３３】
　従って、リブ２０は、コア１６のハニカム構造のセル２２の境界を定める。示されてい
る例では、このリブ２０が、中央壁１８および２つのサイドプレート１４Ａ，１４Ｂにほ
ぼ垂直に延びることに、気づく。リブ２０の厚さは、例えば２～６ｍｍの間であり、場合
によっては、簡素な外形を得るために変更可能である。リブ２０は、例えば、およそ４０
～６０ｍｍで互いに間隔があけられ、ピラー１０の高さは、およそ１２００ｍｍである。
【００３４】
　図２に関し、補剛部分１２が、少なくとも部分的に、Ｕ形の横断面の金属ボックス２４
の中に入れられているのが見える。このボックス２４は、２つの金属サイドプレート２８
Ａ，２８Ｂによって延長される金属コア２６を備えている。
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【００３５】
　好ましくは、金属コア２６は、少なくとも局部的に、補剛部分１２の第１サイドプレー
ト１４Ａに寄りかかる。この補剛部分１２の第２サイドプレート１４Ｂは、Ｕ形の横断面
の金属ボックスを閉じる。実際、図２で、２つの金属サイドプレート２８Ａ，２８Ｂの自
由縁が、サイドプレート１４Ｂの縁部に、慣用手段３０（例えば、リベット、ビス、接着
剤ビードまたは溶接）によって公知の仕方で、接続されているのが見える。
【００３６】
　図３‐５に、本発明の第２‐４実施形態による側面ピラーが表されている。この図３‐
５で、先の図のものに類似した要素は、同一の符号によって指し示される。
【００３７】
　図３に表される本発明の第２実施形態では、側面ピラー１０は、複合素材からなる補剛
部分１２を含み、補剛部分１２は、この部分１２と別のピラー１０の部品３２を延長する
。好ましくは、図３に示されているように、部品３２は、金属製であり、このピラー１０
の金属製下部部品を構成する。
【００３８】
　金属部品３２と、複合素材からなる補剛部分１２と、の間の接続は、車両が被る側面の
衝撃の場合に、車室のピラー１０の高い部分の貫通を食い止めるボールジョイント効果を
作り出すことを可能にし、従ってこの車室の乗員の頭部をさらに保護する。
【００３９】
　複合素材からなる補剛部分１２は、公知の仕方で金属部品３２に接続され、例えばリベ
ット締め、ねじ留め、貼り付けまたはオーバーモールドによってである。
【００４０】
　好ましくは、金属部品３２は、場合によってはマグネシウムを含む、アルミニウムまた
は鋼鉄のうちから選ばれた材料からなる。
【００４１】
　変形では、補剛部分１２と別のピラー１０の部品３２は、衝撃の場合に、破砕によって
よりも薄い層に裂けることによってエネルギーを消散するよう意図された構造を有する複
合素材からなり得る。この構造は、カーボンまたはガラス繊維の織り補強材の上にオーバ
ーモールドしたポリマーによって構成され得る。
【００４２】
　図４に表されている第３実施形態では、側面ピラー１０は、Ｕ形の横断面の２つの要素
３４の組み合わせによって構成された複合素材からなる補剛部分１２を含む。
【００４３】
　それぞれの要素３４は、２つの基本サイドプレート３８Ａ，３８Ｂによって延長される
、ほぼ平らな基本コア３６を備えている。補剛部分１２のコア１６の中央壁１８は、Ｕ形
の断面の要素３４の基本コア３６の面に対する結合面によって構成される。補剛部分１２
のそれぞれのサイドプレート１４Ａ，１４Ｂは、互いに対向して広がるＵ形の断面の要素
３４の２つの基本サイドプレート３８Ａ，３８Ｂによって構成される。
【００４４】
　Ｕ形の断面の要素３４の基本コア３６の面に対する結合面は、例えば型の中での結合の
面の部分的な融合によって、実現することができる。
【００４５】
　先の２つの実施形態のように、複合素材からなるリブ２０は、（基本サイドプレート３
８Ａ，３８Ｂによって構成される）２つのサイドプレート１４Ａ，１４Ｂの間で、（連結
された２つの基本コア３６によって構成される）中央壁１８のそれぞれの側に広がる。
【００４６】
　好ましくは、本発明のこの第３実施形態では、（基本サイドプレート３８Ａ，３８Ｂに
よって構成される）サイドプレート１４Ａ，１４Ｂと、（連結された２つの基本コア３６
によって構成される）中央壁１８と、を構成する複合素材は、ピラー１０の縦方向にほぼ
平行に延びる連続補強繊維を含む。
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　図５および６に表されている本発明の第４実施形態では、複合素材からなる補剛部分１
２のコア１６は、複合素材からなる波形の中央壁４０を備えている。この壁４０は、２つ
のサイドプレート１４Ａ，１４Ｂを接続する。壁４０の波の起伏は、アーチ４２を構成し
、アーチ４２は、交互に逆になり、サイドプレート１４Ａ，１４Ｂにほぼ垂直な虚軸Ｌ周
りに湾曲し、このアーチは、コア１６のハニカム構造のセル２２の境界を定めている。
【００４８】
　好ましくは、補剛部分１２は、中央壁４０と２つのサイドプレート１４Ａ，１４Ｂとを
共に接続するリブ４４をさらに備えている。有利には、リブ４４は、軸Ｌに対して傾き、
場合によっては、図５に表されている例のように、互いに交差する。
【００４９】
　この第４実施形態では、コア１６、より特には中央壁４０およびリブ４４は、先の実施
形態の中央壁１８およびリブ２０に提案されたものの１つと同一の複合素材から構成され
る。
【００５０】
　上記に説明された様々な実施形態による補剛部分１２は、適切な公知の方法によって製
造することができ、例えば圧縮方法、射出方法、型押し方法によってであり、場合によっ
ては、射出および上乗せ射出型を使って、または半仕上げの中間生成物（「プリプレグ」
とも称される）の型押し方法によって、実現される。
【００５１】
　圧縮式の複合素材からなる補剛部分の製造の方法では、使用され得る切られた補強繊維
は、一般に２５～５０ｍｍの間に含まれる長さであることに、留意する。
【００５２】
　それに対して、射出式の複合素材からなる補剛部分の製造の方法では、使用され得る切
られた補強繊維は、一般に０．２～２ｍｍの間に含まれる長さである。
【００５３】
　本発明は、上記に説明された実施形態に限定されず、他の実施形態が当業者に明瞭に明
らかになる。
【００５４】
　特に、本発明は、「Ｂピラー」と称される自動車の車体用の側面ピラーに限定されるの
ではなく、開口部の少なくとも１つが側面であるように車体の２つの開口部を分けるよう
意図された全ての側面ピラーに関する。従って、本発明は、ドアの側面開口部とフロント
ガラス、またはドアの側面開口部とリアウインドウ、を分けるよう意図された側面ピラー
に関し得る。
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